
次の①～④の要件をすべて満たす方

①豊後大野市内に住所を有し、かつ、居住している方

②申請時において、満６０歳以上の方または満６０歳以上の方と同一世帯である方

③暴力団員等でない方

④市税等を本人及び世帯全員が滞納していない方

対象となる機器は、それぞれ次の①、②の機能をもち、市内業者から購入するもの。

①電話機等…電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、

　　　　　　通話中にその内容を録音する機能

②防犯カメラ等…犯罪の防止を目的として、屋外に固定して設置される映像撮影装置、

　　　　　　　　録画装置、その他関連機器で構成され、夜間の撮影が可能なもの

購入及び設置費用の３分の２（100円未満は切捨て）

電話機に関する補助金は上限10,000円、防犯カメラに関する補助金は上限20,000円

※補助金の交付は１世帯につき各１回に限ります。

　 近年、増加している振り込め詐欺などの特殊詐欺や悪質商法から、市民の皆
様の大切な財産を守るための対策として、「特殊詐欺等被害防止機能付き」電話
機、家庭用防犯カメラ等の購入費の一部を補助します。

【お問合せ】豊後大野市総務課防災危機管理室

☎0974-22-10６1

特殊詐欺等の被害防止機能付き電話機、

家庭用防犯カメラ等の購入を補助します

補助金の対象となる方

補助対象機器

補助金額

申請手続きの詳細については裏面を御覧ください。

※購入前に必ず申請してください



　①市内業者からカタログと見積書をもらう

　　●市内業者から購入予定機器の機能が確認できるカタログ等と

　　　見積書（設置費用を含んだ金額）をもらってください。

　　●表面の補助対象機器に該当するかよく確認してください。

　②本庁総務課または各支所市民係で申請する

　　【提出するもの】

　　●交付申請書（様式第１号）

　　●購入予定機器のカタログ等の写し

　　●見積書の写し

　　●誓約書（様式第２号）

　③審査後、交付決定通知書が届く

　④見積書どおりに機器を購入し、業者から領収書と保証書をもらう

　⑤購入後は、速やかに本庁総務課または各支所市民係で実績報告をする

　　【提出するもの】

　　●実績報告書（様式第６号）

　　●交付請求書（様式第８号）

　　●領収書

　　●保証書その他機器番号がわかるもの

　　※振込口座がわかるもの（通帳等）をお持ちください。

　⑥指定口座に補助金が振り込まれる

※購入前に申請が必要です！

申請から交付までの流れ（申請手続き）

交付決定通知が届いた後に購入してください。


